
１ 

平成30年度第２回小牧市男女共同参画審議会会議録 

１ 日 時：平成30年11月22日（木）午前10時～ 

２ 場 所：小牧市まなび創造館 研修室 

３ ［出席者］ 

  委 員：代田義勝、松田照美、宮﨑康弘、平林克之、大鹿幸子、近藤正司 

      武藤敦子、伊藤幸子、篭橋幸子、伊熊啓人 

  事務局：平岡館長、坪井係長、西主事補 

  ［欠席者］ 

  なし 

  ［傍聴者］ 

  なし 

４ 議 題 

（1）小牧市が目指すべき男女共同参画推進の未来像（イメージ）について 

（2）第３次小牧市男女共同参画基本計画の推進状況に係る重点目標の進捗状況につ

いて 

５ その他 
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１ 開会 

 ［平岡館長］ 

 おはようございます。本日は大変お忙しい中、第２回男女共同参画審議会にお集ま

りいただきましてありがとうございます。 

 本日、傍聴の方はいらっしゃいませんので、よろしくお願いいたします。 

 本日の会議は、公開いたしますので、本会議の議事録は情報コーナー、ホームペー

ジ等に公開しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに代田会長より御挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。 

 

２ 挨拶 

 ［代田会長］ 

 改めまして、おはようございます。 

 本日は、大変お忙しい中、早朝よりお集まりいただきましてありがとうございます。 

 前回からこの場では小牧市が目指すべき男女共同参画推進のイメージ未来像を皆さ

んに御検討をいただいているところです。 

 小牧市は小牧市で目指すべき都市像というのを御存じのように持っておりまして、

３つあります。１つは「こども夢・チャレンジＮｏ.１都市」、それから「元気創造

都市」、それから３つ目が「支え合い共生都市」という３つのビジョンを持っている

わけですけれども、やはりそういった小牧市が目指すべき都市像と、それから我々が

ここで検討している小牧市が目指す男女共同参画の推進像といったものとの整合性を

とっていく必要はあるのかなあというふうに感じております。 

 例えば、小牧市が目指す都市像を実現するために、じゃあ小牧市は男女共同参画で

どういうイメージを実現したらいいのか、ここら辺がうまくつながっていくというか、

あるいは男女共同参画が欠くことのできない要素であるというような関係性といいま

すか、そこら辺も少し表現することがこの中でできたらいいなあというふうに思って

おります。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。 

 

 ［平岡館長］ 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、まず資料の確認をさせていただきます。 

 事前に送らせていただきましたけれども、今日はお持ちでいらっしゃいますでしょ

うか。 

 まず次第、Ａ３の資料１－１と１－２の２枚、それからＡ４で裏表印刷された資料
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２－１が１ページから23ページまでございます。 

 それから、Ａ３の裏表で資料２－２が、９ページまでで、前回も配付しております

重点項目の推進状況の抜粋でございますので、皆さんよろしいでしょうか。 

 それでは、あわせまして本日「かすたねっと」の51号、それから男女共同参画の講

座で子育て世代の介護、ダブルケアを考えるというチラシもお手元に置かせていただ

きましたので、よろしくお願いいたします。 

 また、第６次小牧市総合計画の男女共同参画のところですけれども、配付させてい

ただきました。現在、第７次に向けて検討を今重ねているところですけれども、そこ

にあわせて皆様にも御意見いただけるとありがたいなと思いまして、配付させていた

だきました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、取り回しを代田会長にお願いいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

３ 議事 

（１）小牧市が目指すべき男女共同参画推進の未来像（イメージ）について 

 

 ［代田会長］ 

 それでは、まず議題の１ですね。小牧市が目指すべき男女共同参画推進のイメージ、

未来像ということで、まず事務局のほうから御説明、よろしくお願いします。 

 

 ［平岡館長］ 

 前回、第１回のところで皆様のほうから小牧市が目指すべき男女共同参画推進の未

来像（イメージ）について御意見をいただきました。ありがとうございます。資料１

－２に皆さんからいただいた御意見が記載されております。これに基づきまして、代

田会長のほうで資料１－１のとおり取りまとめをいただきました。これについて、ま

た皆さんと今後の男女共同参画の基本計画に向けて、御検討いただければと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 

 ［代田会長］ 

 資料の１－１ですね。委員の皆さんから、いろいろな意見を前回いただきましたの

で、それをベースにまとめたものになります。最初は、まず課題の背景というのがあ

って、そもそもなかなか一つは男女共同参画が進んでいかないと、あるいは進んだと
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いう実感が持てないということがあったわけですね。それから、なかなか男女共同参

画意識の向上が見えないという御意見がありました。これに対して、もう少しわかり

やすい、あるいは小牧市が目指すべき未来像をしっかり提示したほうがいいんではな

いかということで、前回から未来像について御議論をいただいているわけですね。目

指すべき方向をもう少し具体化というか、明らかにしたほうがいいということですね。 

 じゃあ、どのような未来像を提示するのかということですが、先ほどお話しさせて

いただきましたが、小牧市の場合は先ほどの目指す都市像というのがあります。これ

はビジョンがありますね。あるいは、ここにありますけれども、今日コピーが、第６

次小牧市総合計画新基本計画というのが、これは１枚だけコピーしております。これ

が今年で終わるんですかね。来年からまた新しいのを今つくる作業を進めているとこ

ろなんですけれども、そこともうまく相互にリンクするようなものにする必要がある

だろうということが１つあります。 

 それから２つ目は、より未来像を明確化するためには、どこかにターゲットを絞っ

たほうがいいのではないかと。男女共同参画社会、もちろん高齢の方も若い小・中学

生も意識としては全体が変わって、全部が一遍に変わっていけばいいんですけれども、

どこかイメージとして打ち出すときには、何かターゲットを絞ったほうがわかりやす

いのではないかというところですね。ですから、子育て世代に差し当たって短期・中

期的にはターゲットを絞ってみると。しかし、長期的にはそれを全世代に広げていく

というようなやり方はどうなのかということですね。これが２つ目になります。 

 それから、３つ目が市民が主体的に取り組む仕掛け、御意見の中にこういう御意見

がありました。みずからの意思で取り組む、自分たちの課題であると意識することが

なかなかできていないということですね。そうすると、何か市民が主体的に取り組む

仕掛けを考える必要があるだろうということですね。これが３つ目になりますね。 

 それから、じゃあ未来像をどう具体化していくかということなんですが、これは２

つの段階に分けて、１つは短期・中期的にということで、先ほど見ましたように、子

育て世代にまずは絞ってみましょうかということですよね。そうすると、それこそ生

き生きと働くパパとママ、あるいは楽しく子育てをするパパとママ、あるいは地域で

活躍するパパとママですね。だから、家庭でも、あるいは職場でも、あるいは地域で

もお父さんもお母さんも生き生きと活動する場にできないか、どちらかがどちらかを

担うということではなくてですね。あわせて、このあたりはかなり具体的な意見が皆

さんからありましたが、まちですね。これはハード面もソフト面も合わせてまちを変

えていくというところですね。男性が子供、特に乳幼児とともに外出しやすいまちづ

くりだとか、あるいは言葉を交わし合えるコミュニティーづくり、男性が乳幼児の世
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話をするスキルを持っている。ハード面でいうと、男女がともに育児しやすい環境、

ベビーベッドが男性でも普通に使えるような形で設置されていると望ましいというこ

とですね。 

 短期的、あるいは中期的にはターゲットを絞ってイメージを持っていただきやすく

すると。もう少し長期的にはあらゆる世代に広げていくというのが(2)になります。

(2)のところは、キャリア教育ですね。特に小さいころからキャリア教育の中で男女

共同参画の意識を持たせるということが必要になってくるということですよね。女性

も仕事も家庭も、男性も仕事も家庭もというような、両方を両性が担うという教育が

推進されなきゃいけない。 

 それから２つ目ですね。ここについては、若い世代、働き盛り世代の勤務形態がば

らばらな方たちに対する柔軟な対応、効果的なアプローチ。特に意識啓発が重要にな

ってくるということだと思います。それは、例えばまなび創造館なんかが、もう少し

柔軟な対応をしていくということが必要になってくるということですね。 

 一方で、女性であることを隠れみのにしないような意識の必要性。ここもやっぱり

意識ですね、意識を変えていくという何らかの啓発の仕掛けが要るということですね。 

 ３つ目のところが、女性が女性としてのハンディやリスクを負ったり、意識しなく

てもよい環境づくりですね。これは社会を変えていくということですね。共生社会の

思想というのは大体そういう考え方をとるわけですけれども、共生社会を実現してい

くということですね。何か不利な状況に置かれた人たちがいるならば、それを何か手

助けするということではなくて、社会のあり方自体を変えていくことによって、例え

ば女性だと大分ここ数年で変わってきておりますけれども、出産に当たって仕事をや

めてしまうという女性が、10年ぐらい前までは６割の人がやめていたんですけれども、

最近５割を切るぐらいになってきているんですね。だから、大分変わり始めてはいる

んですけれども、それでもまだずばりキャリアも子育ても両方選択するというのが、

やっぱり一つのハードルになっていますよね。それは、女性だけに課せられたハード

ルで、それはなぜ女性だけが悩まなきゃいけないのか。それってやっぱり社会を変え

なきゃおかしいんじゃないというのが共生の思想ですよね。究極的にそれに持ってい

けるといいということですね。 

 そうなると、最後のところですね。皆さんから出た意見ですよね。男女共同参画と

いう言葉自体がなくなる社会、究極的にはそういうことですよね。これはかなり長期

的というお話になりますけれども、だから短期・中期的なことと、それから長期的な

ことと少し分けて未来像というものを考えてみたらどうかなあというような形のまと

めにしておりますけれども、委員の皆さん方から何か御意見いただければと思います。
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それこそ皆さんから出た意見をまとめているんですけどね。 

 もう一つなんです。今日の初めにコピーして皆さんに配付しておるものですが、こ

れはいわゆる市の全体計画なんですね。全体計画の中では、こういうような形にして

いるんですね。現状と課題というのがあって、その２番目のところですね。基本施策

の目的及び背景ということで、男女がお互いにその個性と能力を十分に発揮すること

によって、多様性に富んだ活力ある男女共同参画社会の実現を目指しますと非常にシ

ンプルというか２行でそのとおりなんですけどね。だから、ここにここの成果をある

程度盛り込みたいというのがやっぱりあります。ただ、これは今年までの全体計画な

んですけれども、ただここも全く無視してやるというのもなかなか難しいので、これ

を生かしつつ、かつ皆さんの御意見も入れつつ、ここに何か文言を当てていきたいと

いう課題もあります。いかがでしょうか。 

 だから、ここのところだと難しいのが、ターゲットを絞るということがなかなかや

りにくいんですよね。市の全体計画なので、それ以外の人は男女共同参画やらなくて

いいのかという話で、突っ込まれると困っちゃうところなんですね。だけど、市民の

皆さんにわかっていただく、あるいは実感していただくためには、ある程度ターゲッ

トを絞ったほうがわかりやすいというところもあるんですけれどもね。恐らく表現と

しては、ここは長期的なものを上げざるを得ないんだろうなという気はしていますけ

どね。だから、それに何か加えるということができないかですよね。 

 

 ［平林委員］ 

 今、第７次総合計画に入る手前で、ここで出たものをここに取り入れることもでき

るという、今、先生がおっしゃったようなことをですね。 

 

 ［平岡館長］ 

 今、実はたたき台があるんですけれども、それを御意見いただいてもいいかなと実

は思っています。発表させていただいてもよいでしょうか。 

 

 ［平林委員］ 

 私、それが聞きたかったんですけど、第７次がもう既に進んでいるのですか。 

 

 ［平岡館長］ 

 まだ、これは今計画を立てているところで、これから市のほうでも検討を重ねてい

きますが、今、案として示しているのが、「男女がお互いに個性と能力を発揮すると
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ともに、あらゆる分野に対等に参画し、性別にかかわりなく自らの意思と選択に基づ

いて、自分らしく生きることができるまちを目指します」といって、これはここ10年

とかではなくて将来的に、ちょっとオーバーな話ですけど50年後とか100年後とかと

いう遠いところでの目指す姿で今まずたたき台として考えております。それを皆さん

の御意見聞かせていただきたいと思います。 

 

 ［平林委員］ 

 私が今の話を聞いて思ったのは、第７次というのは期間がありますので、相当長い

期間を今目指したというような考え方だと思うんですが。 

 

 ［平岡館長］ 

 ７次の期間だけではなく、もっと将来を見据えて目指す姿を考えなさいという課題

だったもんですから、その７次の期間だけのことを書いたわけではないんですけれど

も。 

 

 ［代田会長］ 

 前回の議論の中で出てきた、この資料１－１でいうと一番下のところですよね。男

女共同参画という言葉自体がなくなる社会というのが、ある意味すごく大事なことな

んですよね。こうなるべき。なかなかならないですけどね。 

 

 ［近藤委員］ 

 16日間海外へ行ってまいりまして、ラトビアのほうに１週間とハワイ島のほうに１

週間、御婦人たちと一緒に行ってきて、一つちょっとびっくりしたことがありまして、

ラトビアは100％近くが女性は正規雇用で働いていると。それはちょうどその時期に

来ると、自分で判断する時期があって、専業主婦はよっぽどないらしいんですけれど

も、正規で働くという方向を完全に選ぶということで、ほぼ100％働いている。その

中で子育て、ラトビアの総合病院のチーフリーダーをされている女性の方なんですけ

れども、その方は３人子育てをしながら100％正規雇用をされているという国でした。

ということを聞いて余りにもびっくりしたんですけれども、日本は正規雇用がまだ

50％まで行くか行かないか。アルバイトをされてる方も含めるとそれ以上になると思

うんですけれども、そのあたりで違うんだなあというのをつくづく感じたというのが

あります。 
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 ［代田会長］ 

 ありがとうございます。 

 ラトビアがどうなっているかは知らないですが、お話をお伺いすると、やっぱりか

なり子育て環境というのが整っている感じですよね。そうじゃないとできないですも

んね。 

 

 ［近藤委員］ 

 子供のために６月、７月、８月、３カ月夏休み。あとは全部暗い冬らしいですけど、

その３カ月だけ活動できるみたいで。子供のためにすごいいいですね。 

 

 ［代田会長］ 

 スウェーデンあたりだと５週間ぐらいあるんですってね、いわゆる有給休暇という

のは。土日を除きますから、かなりとれますよね。 

 

 ［近藤委員］ 

 そうですね。だから、その辺の社会が、日本の国民性と違うんだなというのと。昔

からずうっと来た国民性と、その辺の違いもあるなというのと、やっぱり社会の男女

の働ける社会という部分でも違っておる。ラトビアというのは余り考えていなかった

んですけど、よそのヨーロッパの先進国のあたりのところがすごいですよというのも、

普及員をやっていまして、いろいろと講座を受けていて、そういう国をターゲットで

話を聞いていたんですけれども、やっぱりヨーロッパではそういうふうな感じが一般

的みたいですね。 

 

 ［代田会長］ 

 ありがとうございました。 

 それでは、今お配りいただいたんですが、一応事務局側としては、そこの下のとこ

ろですね。男女がお互いに個性と能力を発揮するとともに、このあたりは同じですね。

その後があらゆる分野に対等に参画し、性別にかかわりなくみずからの意思と選択に

基づいて自分らしく生きることができるまちを目指しますということですね。 

 特に「みずからの意思と選択に基づいて自分らしく生きることができる」というの

は、さっき我々のイメージでいうと、共生社会の実現というのがあるんですが、これ

に非常に近い考え方だと思います。先ほど、女性がキャリアか、あるいは子育てかと

いうところで悩まなきゃいけないというところが、例えば日本社会ではまだまだある
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というお話をさせていただきましたけれども、それが主体的に選択可能になるわけで

すよね。だから、ある意味、究極に目指す姿という意味では、我々が考えているとこ

ろに近いところがあるかなという気がしています。 

 ただ、共生社会ということでいうと、必ずしも男女共同参画だけではないんですね。

もう少し大きな概念で、例えば子供が、両親が日本の場合はお金を持っていないとな

かなか大学進学できないと、そうすると主体的な選択が限られてしまうわけですよね。

共生社会の場合はそうではなくて、それができないなら、じゃあ大学も紹介しましょ

うかと。そうすると、両親の所得にかかわりなく子供が行きたいという選択をすれば

大学に進学できるということですよね。だから、社会の仕組みをそのまま変えていく

ということですよね。あるいは、例えば障害を持った方が仕事を持って自立したいと

願ったときに、なかなか仕事がないから自立できませんと。じゃあ、仕事をつくれば

いいじゃないというような形で、つまりそう思ったときに、その選択ができるような

社会にしていくというのが、ある意味共生社会なんですよね。だから、日本がいつそ

ういう社会になっていくかというのはわかりませんけれども、ある意味目指す一つの

姿なのかなという気がしますけれどもね。 

 だから、ここのところを、例えば男女共同参画という言葉自体がなくなる社会を目

指しますという形でもいいんだと思うんですけどね。それに非常に近い言葉として、

「自らの意思と選択に基づいて自分らしく生きることができる」ということですね。 

 これは例えば市が目指す都市ビジョンの３つ目に「支え合い共生都市」という共生

という言葉が出てくるんですね。だからこれとも符合するという気がしますね。ただ、

詳しく少し読んでみると、必ずしも共生という概念が、私が今お話ししたような概念

では使われていない感じなんですけどね。もう少し市民レベルでいろいろ助け合い、

支え合い、協働し合いというような、その辺が強調されているような感じなんですよ

ね。 

 

 ［宮﨑委員］ 

 私がいつも考えるのが、意識というのは結構皆さん変わっているけど見えない人も

いるじゃないですか。意識してあげれば、行動する中でもいろんな弊害というのが、

やっぱり各家庭とか、それぞれ個人とかで変わってくると思うんですけど、会社の中

で仕事をしていく中では、男性であろうが女性であろうが同じような条件の中、ただ、

じゃあ幹部登用率が何で少ないかというと、絶対数の人数から見て、女性の割合が非

常に少なくて、そこまで行っている人がいないということで、男性だからじゃあみん

な上に行くかといったらそういうわけではなく、限られた人間しかやっぱり上がって
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いかない。能力があれば女性でも、昔は幹部がいましたので、やはりそういうことは

あるわけなんですよね。 

 実際意識というのが上がってきたものをはかれない、見えない。なかなか世間では

変わっている。うちの社員でもそうだし、私もそうなんですけれども、妻に何かあっ

たといったときには、何をさておき、仕事をさておき、上司は必ず帰れと言います、

うちの会社は。仕事は何とかなる。でも、家庭を支えられるのは自分しかいないとい

うことで、やはり仕事をしている中でも、家庭を大事にしなさいということをするん

ですね。私の部下がもしそう言った場合でもすぐ帰れということが言えるんですけれ

ども、そういった中で、いろんな弊害というのは、子供を預けるところがないとか、

本当は働きたいけれども、例えば会社の中で託児があれば、そのまま育児休業が終わ

ってからでも復帰して、その子供をそこの会社の中で見てもらえる、何かあったらす

ぐ見られるという、そういう整えられる周りの環境と言ったらいいんですかね。そう

いうふうに変わっていかないと、多分したいと思ってもできないという。 

 逆もありまして、社員のほうから育児休業が終わったら戻ってくるというのを我々

は期待して育児休業をとっているわけなんですけれども、御本人がまだ小さい子を預

けるのは、今２年まで延びたので、結構預けやすくなった。実際にゼロ歳とか１歳だ

と保育士さんが３人までしか見られないとかで、どうしても託児の条件が年齢によっ

て変わってくるということで、預け先がないという。自分の不安な気持ちもあるし、

受け先もなかなかないと、１歳ぐらいの子供を預けようとした場合に。実際に１歳で

預けて戻っている人間もいるんですね。だけど、やっぱり実は働く金額と払う金額が

変わらないという、本当に費用的な面では経済的にはかなり負担になっていると。大

分預かってくれるところはできてきても、やっぱり本人としては何のために働くって、

自分が働きたいから、社会にかかわりたいからということで働いている、お金、生活

は苦しいけれどもと。そんな中で働いているんで、子供のほうも見たいという気持ち

もあるということで、結構時間を短くして、早目に帰って見られるようにするという

ことは、周りとしては働き方改革とかということでやっているんですけれども、やっ

ぱり社会全体も自分たちの個人の意識ではなくて、本当に全体をがんと変えていく。 

 前までは女性活躍推進法ができて女性がと言っていたものが、今は外国人というこ

とになっていますよね。社会のマスメディアの力とか、情報をとる力というのはすご

いなあと思うのは、女性を活躍させますって言っていたのは何だったんだろうと。だ

から、これから先というのは、国のほうがどう動くかによって、その仕組みづくり、

国の予算の充て方がどういうふうになってくるかというので、そういう声を届けられ

るような仕組みというんですかね。やっぱり内々でやってきたのを徐々に上に上げて
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いって、本当に全体にかかわらないと。 

 やっぱりＬＧＢＴなんかでも、すごいマスメディアでばあっと言われるようになっ

てから、すごい認知度が上がって、そういう方々の人権というのもきちっと見るとい

うのも、それは当たり前の世界に今はなりつつありますよね。むしろそういう人を何

かすることが問題だという時代になってきていますので、そういうふうに変わってい

くのは周りといいますか、国自体を変えるための何かしら大きなことをしないと難し

いだろうなというのは思いますね。 

 先ほど、ラトビアの話でもそうです。国全体がそういう意識なんですよね、多分。

そこを変えていくというのは、非常に難しいなあと思いながら、個人の意識は少しず

つ、社員とかでも見ていて、奥さんだとか妻をないがしろにしている、子供をないが

しろにしているという人というのはやっぱりどこでもいないわけで、女性は女性で働

きたいと思っても、そういうインフラがないとか。逆に言うと、家族のおじいちゃん、

おばあちゃんが見てくれるからというので、預けてみるということもよくやられてい

るわけですよね。だから、個々の家庭の状態とか周りの状況によって、会社によって

託児所があるところだからうちは働けるって、結構ニュースでそういうのが出ていま

すよね。大きい会社とかでそういうところもあるんですけど、そういうのをどんどん

と意識だけじゃなくて、行動でそういうふうにあらわしてもらえるような形になって

くると。動いているとは思います。保育所をふやしたりとかということとか、いろん

な意識調査をしたりとかもあるんですけれども、本当に困っているのは何かなという

のは、ちょっと見えていないところもあるんじゃないのかなあ。個々の困り事は違う

とは思いますけれども。 

 これ意識を高めますと書いてあるんですけれども、意識をはかるのが一番難しいな

と私はいつも思うんですよね。行動にあらわれないことには、意識をはかれないもん

ですから、起こしたくても起こせないという人たち。男性でも女性でもあると思いま

すね。 

 こういう計画を立てるとき、多分そういうところの数値化といいますか見える化を

しようと思うと、非常に難しいだろうなと。アンケートってみんないいことを書くん

ですよね。本当の実質はどうなのといったときをはかるのは、多分計画を立てられる

いろんな部署が市の中でもあると思うんですけど、すごい大変だろうなというふうに

思います。意識は変わっているはずなのに、なぜ行動ができないか、そこを突き詰め

て考えたいなというふうに。 

 

 ［代田会長］ 
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 １年ぐらいだと、なかなか単年度だとわからないんですけど、これが５年とか10年

とかで意識調査をかけていくと、やっぱり進んではいるんですね。 

 

 ［伊熊委員］ 

 これの７次と６次との違いを見てみると、男女が個性と能力を十分に発揮すること

によってということは、これを手段によって、結局多様性がある活力ある男女共同参

画社会を実現しますという表現になっておるわね、今。ところが、次の案というのは、

発揮するということがアンドになっちゃっていて、しかも今度は「自らの意思と選択

に基づいて自分らしく生きることができるまちを」という形の２つでどっちを、結局

アンドだから両方成り立たせるという意味なんだろうけれども、私はこういう手段で

こんな社会を目指すんですというほうが、言葉上頭にすっと入ってくるような感じが

するんです。だから、こういった形で並列すると、ちょっとわかりづらいかなあとい

うふうに思ったんですけれども。 

 だから、結局自分らしく生きた結果どうなるかというと、それは個性と能力を発揮

できておるんだと。性別にかかわりなく自分らしく意思と選択を用いて生きると、そ

の結果、その個性と能力が発揮もできておるんだということなんですかね、考え方と

いうのは。そういう方向がいいのかなあと。 

 これも先回の僕らの意見を出したみたいに、やっぱり自分たちが自ら考えて行動し

て意思決定していくと、そして課題を解決していくということは、自らが与えられた

ものでは難しいよとなっていくんだろうな。そういう方向性がやっぱり必要なんだと

思うんですけれども。 

 

 ［代田会長］ 

 なるほど。これをどう考えたらいいですかね。 

 

 ［伊熊委員］ 

 私、これを読んで悩んでおったんだ。大体こういうものは、手段があって、こうい

うことをやればこんな社会ができるんですというのがわかりやすく今までなっていた

もんですから。 

 

 ［篭橋委員］ 

 先程の近藤さんのラトビアのお話と宮崎さんのお話と、長期的なプラン、若い世代

の短期的なプランについて、少し思ったのですけど、女性が能力を十分発揮しようと



１３ 

思ったら、やはりいろいろな助けが必要だと思うのです。家庭に小さな子供や体の不

自由な方がいたら、誰かに支えてもらわないと女性も能力を発揮しづらいと思います。

お父さん、お母さんだけでは忙しくて、とてもお互い相手を思いやる心の余裕もない

と思うので、ほかの世代にその辺りを助けてもらうとか、そういう方法だったら、長

期と短期のプランが結びつくのかなとか思いました。 

国にもうちょっと柔軟な姿勢で使いやすい制度や受け皿があって、子供や体の不

自由な方がいても、気軽にお願いできる先がもっとあれば、社会に女性が出やすいの

かと思います。 

 

 ［近藤委員］ 

 その点でちょっと思ったことがあったんですけれども、日本国とヨーロッパの国と

の違いで、日本の場合は中央が余りにも力があり過ぎて、地方が自由にできないとい

うのがある。だけど、ヨーロッパはほとんど地方と中央とは完全に独立したような形

で口を出さないと。だから、小牧市にこうしてほしいといっても、なかなかできない

ところであって、そこもちょっとひっかかっているなと、今言われたところで。やれ

ばいいんですけれども、多分そのあたりで規制とか、いろんな基準とかがいっぱいあ

って、我々も設計の仕事をしていて、その基準をくぐり抜けて、いろんないいプラン

をつくる。自分がここの設計を全部やったんですけれども、下請なんですけれども、

ずうっとここを当初からかかわって、いかに基準とかをくぐり抜けるというのが大変

かというのはわかっているんですね。今言ったように、中央の力があり過ぎる日本と

いうのは、だから小牧市さんどうですかと言っても、なかなか難しい。今言われるの

は、確かにそうなるといいんですけれども、難しいですよね。 

 小牧市をよくしたいんだから、小牧市独自でこうしようというふうにしていただけ

ると、子育てのほうもそうですけど。長久手あたりは結構、平均年齢も30代というぐ

らいの若い世代がいっぱいいて、何か住みやすそうな感じは外から見るとするんです

けれども。 

 

 ［伊熊委員］ 

 若い人をどんどん集める方向だもんね、長久手は。名古屋市の住むまちということ

では、若い人たちのベッドタウンになっちゃっているから、たくさん若い人たちが集

まるもんで、考え方が違ってきちゃうんですよね、ある意味。 

 

 ［松田委員］ 
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 私も７次の案を見て、何かうまく言えないでひっかかっていたのは、自分らしく生

きるというようなところが、何かすっとならないなと思ったんです。今、いろいろ皆

さんの御意見を聞きながら考えていたときに、これって割と個人といったところに焦

点を当てた表現の仕方をしているというのがありまして、確かに個人が個性と能力を

発揮できればいいんですけれども、そのためにはもちろん制度だとか仕組みだとかあ

るんですが、同時に先ほど皆さんの御意見もあったように、やっぱり助け合うとか支

え合うとか、社会としての意識というか力というのが必要じゃないかなあと考えるん

です。だから、そういう「支え合い共生都市」というのがもう一つ入っていますけれ

ども、６次計画は。そこにもちょっとつながるような感じで、助け合うとか支え合う

とかいったような表現とか方向性というのも取り入れたらどうなのかなあというふう

に考えた次第です。 

 

 ［代田会長］ 

 そうですね。市のビジョンにも「支え合い共生都市」というのもありますし、それ

から皆さんに出していただいてまとめた未来像の中にも、それこそ心地よく暮らせる

まちというところでは、ソフト面ですよね。ソフト面、助け合い、支え合いというと

ころがどうしても必要になってくる。ここでは短期的なところに入れておりますけれ

ども、その側面がさらに入ってくるといいということですよね。 

 

 ［松田委員］ 

 それって、社会の意識そのものじゃないかと思うんですよ。私の世代ですと、保育

園に子供を預けていると、かわいそうにとか言われて、保育園に預けてかわいそうね

といって働いていましたけれども、さすがにそういう言葉は聞かれなくなりましたけ

れども、じゃあそういう人たちに対して、手を差し伸べようというところにまでいく

といいのかなあとは思っているんです。 

 

 ［代田会長］ 

 だから、文言としては、助け合う、あるいは支え合うとか、あるいは男女協力とい

うような言葉になってくるのかもしれませんけれどもね。そういうのがどこかに入っ

てくるといいかもしれないですね。 

 

 ［武藤委員］ 

 未来像のところにちょっと戻りたいと思うんですけど、１のほうはパパとママとい
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うふうに男女両方入っていてとてもいいんですけれども、２のほうが女性というのが

とても目立つように感じるんですけど、この先の目指すところにもあるように、性別

にかかわりなくというのを目指すんでしたら、この辺、余り女性に向けたキャリア教

育というよりかは男女両方にやるとか、女性としてのハンディとかを例えば性別によ

るハンディやリスクをなくすというような、余り女性ばっかり言うと、男性のほうか

ら逆に反発のようなものがあったりしますので、性別にかかわりないような文言に変

えるほうが、両方の性別に受け入れられやすいかなと感じます。 

 

 ［代田会長］ 

 そうですね。ただ、これが女性がたくさん入っているのは、実は皆さんの意見をベ

ースに、できるだけ生かしながらやっているもんですから。御指摘のとおり、ここは

そうですよね。男女というふうに入れていくべきですよね。 

 

 ［大鹿委員］ 

 今の意見、そのとおりだなあと思いました。自分の意識の中に、これ多分私が書い

た言葉じゃないかなあと思うんですが、女性がハンディがあっても当然、そのベース

が自分の中にあったんだなあということで、今はっと気づかされました。 

 

 ［代田会長］ 

 ちょっとこっちに戻りますけれども、イメージ、未来像については、大体こういう

形のまとめでよろしいでしょうかね。 

 

 ［松田委員］ 

 短期・中期的のところで、ターゲットを絞り込んでというのはとてもいいことだな

とは思いました。全世代だと、何かぼわあっとしちゃって、本当に一般的な感じにな

っちゃうので、いいと思いました。 

 

 ［大鹿委員］ 

 私も同感なんですが、この全体像をあらゆる点を網羅しなくてはいけない、そうい

うところから当然だとは思うんですけれども、これってほかの市でもいいよねと。小

牧市らしさみたいなところを出すためには、やっぱりこういう短期・中期というよう

な目標というのか、そんなものもあってもいいのかなと思いました。 

 若いお母さん方と接することが前は多かったものですから、そのときでも、小牧市
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って交通は不便だけど、子育ては割に優しいよねと言われるお母さんもあれば、全く

その逆で、保育園なんかもすごく大変だと言われるお母さんもあって、それぞれの状

況の中で奮闘してみえるお母さんたちの意見を聞いたことを思い出したんですけれど

も、やっぱりそういう意味では具体的な小牧市らしさというのがどこかに入るといい

かなということもちょっと思いました。 

 

 ［代田会長］ 

 ありがとうございます。 

 特に小牧市の都市ビジョンが子供ということに一つターゲットを当てていますし、

元気創造都市というのは、それこそ子育て世代のお父さん、お母さんにしっかり雇用

を確保しようというようなところですよね。つまり働く場がある都市にしようという

ことですよね。それから支え合いということですよね。それが小牧市らしさとすれば、

やはり男女共同参画の進むべき方向性も、やっぱりまずはそこにターゲットを絞って

おく。あとは一つずつ行きましょうというような考え方ですよね。 

 これはこういう形で。 

 

 ［宮﨑委員］ 

 ちょっと聞いていいですか。 

 ７次のほうでちょっと気になっているのが、現状と課題の中で出産や子育て、介護

等の家庭の事情で云々と書いてあって、ワーク・ライフ・バランスが浸透していませ

ん。企業向け講座を開催するとともにと書いてあるんですけれども、実は企業側とし

ては、女性に長く働いてほしいんです。御本人の都合でやめられてしまうことも多く

て、ぜひ戻ってきてくださいというのが、せっかく新入社員で例えば入って、育てて

きて、一人前に仕事ができるようになったと思って、育児休業をとって、社会保険の

ほうからもこの間太い冊子が来まして、育児・介護休業のいろんなことが書いてある。

そこでこういう告知をするというのは、社会保険のほうでもされているんだなあとい

うのを思いながらも、当然規程は会社の中で整っている会社がほとんどだと思うんで

すけれども、規程どおりにあと動くということと、御本人が働きたいと思える職場を

つくるのも大事だなというのが、何かしら子育てしながらでも働きたいと思える職場

をつくる。これは企業がやっていくことだと思うんですけど、この企業向けの講座を

開催というのは、どういった内容をやられていく予定なのかなというのがちょっと気

になって、その辺が難しいなと思って。 
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 ［平林委員］ 

 まなび創造館がやっているのは、私も講師を紹介して、女性として企業に勤める場

合に、どういうポイントを見たらいいかとか、内容的には余りないんですが、女性か

ら見た企業選びとか、そんなところをずうっとやっていましたよね。 

 

 ［宮﨑委員］ 

 女性向けはですよね。企業向けの講座というのは。 

 

 ［平林委員］ 

 企業に対して会議所のほうに依頼があって、企業向けにＰＲしたことがあったんで

すよ。そうでしたよね、たしかね。 

 

 ［坪井係長］ 

 昨年度ですが、働きたい女性のためのセミナーということで、一般的に女性側から

どのような形で就職していくのがいいのかというような感じのものが多かったんです

けど、講師を紹介いただきまして、企業のほうが逆にどういったような人を求めてい

るのかだとか、実際に女性が働いていた先で、企業としてはどういった形で働いてい

ってほしいのかとか、そういったようなところを意見交換したりだとか、企業側の考

え方を聞いたりだとか、そのようなことができるような講座を企画させていただいて

実施させてもらいました。 

 

 ［宮﨑委員］ 

 私、おたすけ隊のほうにお願いをして、若手社員にそういう意識をつけたいという

思いで、１月にも実は弊社の１年目の社員に教育の場でおたすけ隊にやっていただく

んですけど、ワーク・ライフ・バランスというテーマのもとに毎年それをお願いして

やってもらっているんですけれども、企業担当者が何とか動きたいといって、私の場

合は、教育カリキュラムは自分で組んでいいよと言われているんで、動きやすいんで

すが、これ会社から権限を渡されていなければ、当然自分でこういうことをやりたい

と思ってもできないわけなんですよね。だから、企業向けと書いてあるんですけど、

担当者はやりたくても動けないというのがよくあって、トップの意識をもっと変えて

いかないと、多分変わっていかないんだろう。何でもそうだと思うんですけれども、

某大学さんのお話もそうですし、社会がまだそういうふうに、ニュースであれが出た

というのはすごいいいことだと私は思っているんですけれども、多分ほかのところで
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もいろいろあるんだろうなと思いながら、上の力を持った方々が裏でいろいろとやら

れていることがあるんだろうか、ないんだろうかというのは見えるんですけれども、

企業向けというのはいろんな企業さんがあると思うんですけど、トップの意識を変え

るとともに、周り全体、雰囲気が、そういうふうにしない企業は、言っては悪いけど

あしき企業だぐらいの風潮にならないと、多分なかなか変わっていかないんじゃない

かなという気がします。 

 私、自分自身は何とか自分に与えられておる権限の中でどうやって裾野を広げてい

こうかなというふうに、地道に頭の中では思っているんですけれども、あるいはやり

たくてもできていない担当の方というのは、多分世間にはいっぱいいるんじゃないか

なというふうには思うんですね。 

 

 ［代田会長］ 

 これからの時代、それこそ女性にある意味優しくて、しかも女性をしっかり活用す

るような企業じゃないと生き残ってはいけんませんけどね。 

 

 ［宮﨑委員］ 

 おってほしいと思っていても、みんなやめていっちゃう。 

 会社の中で子育てしながらやるのは、やっぱり少人数で課題を負うような仕事とい

うのがどんどんふえているのが現状で、単純な事務職で、毎日来て伝票を入れるだけ

ということではなくて、考えてどんどんとやる仕事がふえてきている。そういった中

で、そういう負担を背負いたくないという方がふえているなというのは思います。男

性だから女性だからじゃなく、同じようにやるもんですから、出張にも行きますし、

実際工事の現場にも入るので、女性が普通に機械を動かすために。そういうことでは、

やっぱり。 

 

 ［代田会長］ 

 そうしたら、一応イメージについては、これで一応お認めいただいたという形でよ

ろしいですね。 

 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 

 ［代田会長］ 

 あと、もう一つ、第７次のほうですね。助け合う、支え合うというか協力というよ
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うな、何かそういった言葉がどこかに入ってくると。 

 

 ［平岡館長］ 

 ありがとうございます。 

 ここだけで決められるものではなくて、申しわけありませんけど。この計画を立て

るプロジェクトがございます。そこで皆さんにいただいた意見も入れながら検討して

いきたいと思います。 

 まだこれはいろいろ意見が出る前のものであって、とりあえず目指す姿ということ

で、ちょっと盛りだくさんに実は入れました。伊熊委員が言われた手段というのは、

実はこの後に出てくるものですから、そのために、未来、こういうまちの姿にするた

めにどうしていくかというのが、これから出てくるところで、ここに手段が出ていな

いというのが現状でございます。 

 

 ［伊熊委員］ 

 じゃあ、ちょっともう一遍いいですか。 

 これをもう一回見ていて、第７次のこれから見直されるという話なんでいいんです

が、現況と課題という中で、前よりもすごく悪い状況に書かれてあるんですよ。これ

はそれぞれ活躍というのは、アップはしておるわけじゃないけれども、ダウンしてお

るという感じはしないもんですから、そこら辺はちょっと見直してもらったほうがい

いかなあという私の意見です。 

 

 ［平岡館長］ 

 はい、ありがとうございます。 

 

 ［伊熊委員］ 

 すごく今走っているものの現況と、今度の７次の現況というのはすごく暗いイメー

ジがどんどん書いてあるんでね。そうじゃないと思う。余り変わっていないというこ

とだろうと思うんでね。 

 

 ［篭橋委員］ 

 具体的に書くとこういうことになる。 

 

 ［平岡館長］ 
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 そうですね。実際進んでいるかというと、進んでいないんです。逆に若い世代とか

が今の現状の社会を見て、男性は仕事、女は家庭というところにちょっとずつなって

きている。一時期本当に男女共同参画が取り沙汰されたときはちょっと上がってきて

いたんですけど、今は、こういう書き方になっているのかなと思うんですが。大変残

念ですけど。 

 

 ［代田会長］ 

 なかなか短い言葉の中で現況を表現するのは難しいですよね。そうすると、事実だ

けを述べていこうと思うと、厳しい感じになるんでしょうね。 

 

（２）第３次小牧市男女共同参画基本計画の進捗状況に係る重点目標の進捗状況につ

いて 

 

 ［代田会長］ 

 そうしましたら、議題の２つ目に参りましょうか。 

 第３次の進捗状況ですね。 

 じゃあ、事務局のほうから。 

 

 ［平岡館長］ 

 それでは、資料の２－１をごらんください。 

 30年度の重点目標の進捗状況ということで、各課がまとめていただいたものをお示

ししております。 

 あわせまして、ちょっと見づらいんですけど、前回からあります重点の全体の推進

状況もごらんいただければと思っています。 

 それでは、１ページからお願いいたします。 

 協働推進課でございます。 

 重点目標は、自治会、区役員における女性登用の向上になります。 

 今年度の進捗状況ですけれども、男女を問わず自治会の役員を確保することが今現

状として難しい状態です。自治会の運営自体は地域の自主性によるものと捉えており

ますので、自治会の役員等への女性の参画の推進を記載した自治会活動マニュアルを

毎年つくっておりまして、今年度も４月の当初に全区長に配付をしております。 

 そして、今年度ですけれども、自治会における状況を把握する調査というのを１月

以降に新区長の選任時期に実施するため、現在内容を検討中ということでございます。 
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 じゃあ、続きまして２ページをお願いいたします。 

 危機管理課です。 

 重点目標は、各種防災訓練に女性の参加を促し、女性の視点を取り入れた防災体制

を構築するよう自主防災会議等に働きかけることです。 

 実績が古いんですけれども、29年度の実績は各種防災訓練に参加した女性の割合は

24％です。 

 進捗状況といたしましては、各種防災訓練に女性の視点を取り入れた避難所運営の

重要性を説明し、女性に積極的に訓練するよう参加を呼びかけております。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 消防総務課です。 

 済みません。１カ所訂正がございます。この表の上のところの５段目にあります数

値目標をごらんいただきますと、「50％（男性参加率）」とありますが、これは女性

の参加率の誤りですので、訂正をお願いいたします。申しわけございませんでした。 

 重点目標は、地区防災訓練に男女を問わず多くの市民が参加できるようにすること

です。 

 29年度の実績値は47.8％でした。 

 進捗状況といたしましては、ここには記載がございませんが、地区防災訓練に参加

する団体は前年度116件、今年度は今のところ84件で、今後増加する予定です。女性

の参加率は、前年度の今ごろが45％でしたが、今年度はやや減少傾向にあり、今のと

ころ44.5％です。しかし、中学生を初め、若い世代の参加者が多く見受けられ、多く

の方が訓練に参加されますということです。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。 

 予防課になります。 

 重点項目の愛知県消防学校女性消防クラブ指導者科へ毎年小牧市の女性消防クラブ

から２名派遣することにしております。 

 今年度も７月20日に２名を派遣いたしました。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。 

 行政経営課です。 

 重点目標は、女性職員を積極的に管理職に登用することです。 

 今年度の実績は8.4％です。 

 進捗状況といたしましては、今年度の後半に女性活躍推進研修を予定しております

が、詳細について内容について現在検討中だということです。 

 今年度からハラスメント相談窓口を設置しております。 
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 それから、多様な働き方の一環として、朝型勤務を６月から９月まで実施いたしま

した。 

 また、フレックス制、テレワークにつきましては、国の導入状況、他市等の実施状

況を踏まえながら、引き続き検討していきます。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 商工振興課です。 

 重点目標は、企業に対して男女が働きやすい環境づくりに関する法律、成功事例等

の周知を図ることです。 

 実績ですけど、労働講座の受講者数が58人です。ここに11月21日に予定ということ

になっておりますが、実際には11月14日水曜日の午後にトラブルを防ぐ労務管理と題

しまして、県と共催で講座を開催いたしました。その受講者が58名です。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 介護保険課です。 

 重点目標は、介護サービスの質的向上とサービス提供事業者の支援です。 

 進捗状況ですが、市民に施設や介護ヘルパー事業者の情報提供をする介護展を６月

17日日曜日に開催いたしました。 

 市の介護相談員８名を各介護サービス事務所に定期的に派遣し、状況確認と指導を

行っております。 

 介護支援専門員に対して、ケアマネ連絡協議会に委託して研修を実施しております。 

 今後は、12月から２月ごろにかけて、介護サービス事業所の職員に対して、事業に

役立つための研修を４回実施する予定です。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 保育課です。 

 重点目標は、仕事と育児の両立を支援するため、保育の受け入れの数を確保するこ

とです。 

 今年度の実績、待機児童は６人です。 

 進捗状況といたしましては、待機児童の解消を目指し、平成31年４月に定員が153

名の私立の保育園、（仮称）じょうぶし保育園を外堀地内に開所する予定です。現在、

建設工事等整備の補助を行っております。 

 また、中部公民館２階に５月開所予定で、市直営で定員19名の小規模保育園の準備

を進めております。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。 

 広報広聴課です。 
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 重点目標は、広報等のさまざまな手段で多くの人に情報を発信することです。 

 進捗状況は、市が目指す男女共同参画社会のイメージを周知し普及させるため、４

月１日号から10月１日号の広報におきまして、54件の関連イベントや制度を掲載いた

しました。この進捗状況資料２－１の23ページに掲載した一覧表を添付しております

ので、またごらんください。 

 また、フェイスブックやツイッターなどのＳＮＳによる情報発信もあわせて実施し

ております。 

 続きまして、10ページをお願いいたします。 

 まなび創造館です。 

 重点目標は、意識啓発と男女共同参画普及員さんの配置を36区以上にすることです。 

 進捗状況としましては、意識啓発ではここに記載はございませんが、男女共同参画

関連のパネル展を６月と10月に実施いたしました。また、今回お手元に配付させてい

ただきました男女共同参画情報誌「かすたねっと」におきまして、今年度はＬＧＢＴ

を取り上げ、多様性について理解を深めるため、９月15日号広報に織り込みを全戸に

配付いたしました。 

 また、次回の２月15日号では、６月に男女共同参画週間名画鑑賞会を実施したんで

すが、その題材がトランスジェンダーの関連の映画でした。そこで、フリーライター

の方で、監督もされているタカノさんとおっしゃる方にインタビューをいたしまして、

そのインタビューを掲載する予定で現在進めております。 

 また、学校における男女共同参画平等教育の推進では、子供のころから男女共同参

画意識を持ってもらうため、市内小学校５年生に「はばたけ未来へ」を授業で利用し

ていただくようお願いしております。１学期に利用していただいたパーセントとしま

しては、全体の約26％が授業で利用したと回答いただいております。 

 次に、地域における男女平等教育の推進では、普及員さんの配置について理解いた

だくため、９月に区長会の役員会と理事会の場で配置の依頼をお願いいたしました。 

 また、今後広報でも普及員さんについて掲載をしていきたいと考えております。 

 学習機会の充実では、10月までに男女共同参画に関する10講座が終了しております。

そこの中で、男性が97名、女性が186名の受講がございました。また、その後の講座

といたしまして、11月10日には、公益財団法人あいち男女共同参画財団と共催いたし

まして、まずは「やってみよう！日常生活にアクティブ防災」と題しまして講座を開

催いたしまして、男女共同参画普及員の10名の方に参加をいただきました。また、若

い女性、30代の方も９名の御参加がありまして、全体で38名の方に御参加いただきま

した。 



２４ 

 また、昨日の夜なんですけれども、女性就業支援全国展開事業という事業を利用い

たしまして、連合愛知尾張中地域協議会の協力のもとハラスメントのない職場づくり

の講座を開催いたしまして、53名の受講がございました。 

 今後も男女共同参画の意識啓発をしてまいりたいと思っております。 

 続きまして、11ページをお願いいたします。 

 生涯学習課です。 

 重点目標といたしましては、男性も参加しやすい学習の機会を充実させ、男性の受

講者数を30％にすることです。 

 現在、29年度の実績としましては、男性の参加が20.4％でした。 

 進捗状況といたしましては、市公民館のゆうゆう学級におきまして、７月に住まい

と暮らしの相談、８月に健康料理、２月に整理整頓の講座を企画し、性別に垣根のな

く取り組めるよう学習の機会を提供しております。 

 また、市公民館、中部公民館での上半期の講座での男性受講者は全体で23.9％でし

た。 

 続きまして、12ページをごらんください。 

 広報広聴課です。 

 これにつきましては、先ほどの９ページと概要が全く同じになっておりますので、

省略させていただきます。 

 続きまして、13ページをお願いいたします。 

 保健センターになります。 

 重点目標としまして、男女がそれぞれ性の特徴を学び、お互いに相手の人格を尊重

し、理解し合っていける性に関する指導を市内高校での実施をすることです。 

 進捗状況は、未実施の２校のうち１校で11月に実施することが決まっています。も

う１校につきましても、実施に向けて今学校と調整を行っております。 

 続きまして、14ページをお願いいたします。 

 生と性のカリキュラム改訂版に基づく事業実績を推進するとともに、一部の未実施

校において実施に向けた検討を行うということです。 

 進捗状況としましては、学級活動の指導事項が多いため、授業に組み入れることが

難しいところを学校で工夫して１時間、通常は２時間単位ということになっておるん

ですけれども、１時間でも取り入れるように計画をしてもらっています。今年度は、

一部実施、１時間が小・中合わせて22校、３学期に実施予定が３校となっております。 

 続きまして、15ページをお願いいたします。 

 長寿・障がい福祉課です。 
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 重点目標は、必要な方に適切な支援を提供することです。 

 進捗状況としましては、自立支援協議会の相談支援事業所連絡会において相談支援

の質の向上を図り、適切なサービス提供のため、４月と７月に実施し、事例の検討会

を行いました。今年度、あと２回開催予定です。 

 今年度の８月提供分の１月当たりの利用者数は、居宅介護が227人、生活介護が235

人、就労継続支援が312人です。 

 続きまして、16ページをお願いいたします。 

 介護保険課です。 

 重点目標は、実情に応じた施設整備を進めることです。 

 進捗状況としましては、介護を必要とする高齢者が住みなれた地域でできる限り自

立した生活が続けられるよう、平成31年度整備分の地域密着型サービスの事業予定者

を公募いたしました。12月にプレゼンを実施する予定です。 

 また、市が事業所のケアプランチェックを実施し、市民の利用者にサービスを受け

た給付通知を送付しております。これは年４回です。 

 続きまして、17ページをお願いいたします。 

 こども政策課になります。 

 重点目標は、ひとり親家庭の生活支援や就業に関する相談窓口を広報やホームペー

ジで周知を図り、相談体制を拡充することです。 

 進捗状況では、Ｅメール相談に関してなんですけれども、今のところ相談はないと

いうことです。相談件数としましては、29年度は延べ1,231件あったということです。 

 また、研修会に参加するなど、相談員のスキル向上を図り、適切な相談に努めてお

ります。 

 続きまして、18ページをお願いいたします。 

 シティプロモーション課です。 

 重点目標は、外国人の市民生活における不安を解消するよう働きかけることです。 

 進捗状況としましては、2011年３月に策定した小牧市多文化共生推進プランの改定

に向け、市民の意向の変化などのアンケート調査をし、現状把握を行いました。９月

にはホームページに掲載しております。 

 それから、119番通報時等の多言語通訳業務を電話通訳センターを介して５月から

開始いたしました。対応できる言語は、英語、中国語、韓国朝鮮語、ポルトガル語、

スペイン語の５カ国です。 

 また、大学との連携により、災害時の避難方法等を優しく日本語で作成し、外国語

版生活情報誌９月号に掲載いたしました。 
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 また、今度11月25日に災害時外国人支援ボランティア養成講座を開催する予定です。 

 続きまして、19ページをお願いいたします。 

 市民安全課です。 

 重点目標は、人権教室を中学校でも実施することです。 

 今現在、小学校２年生対象に実施しています人権教室を今年度から小牧中学校で実

施をする予定になっております。内容としましては、教員のＯＢが人権擁護委員をや

ってみえるので、中学校では10の権利ということで、いじめを中心に講義を予定して

いるということです。 

 続きまして、20ページをお願いいたします。 

 福祉総務課です。 

 重点目標は、ＤＶ等の被害者が安定した生活が送れるよう保護を実施することです。 

 進捗状況としましては、今年度は相談があった２件について、関係機関と連携し、

必要な保護を行いましたということです。 

 続きまして、21ページをお願いいたします。 

 スポーツ推進課です。 

 重点目標は、男女ともに参加できる各種スポーツ教室を開催するということです。 

 進捗状況としましては、より多くのスポーツに親しんでいただくシルバースポーツ

大会、親子ふれあい体操教室、水泳教室等を現在開催中で、仲間づくりや体力維持、

健康増進を図っています。受講者につきましては記載のとおりです。 

 公認スポーツ指導員養成講座につきましては、２月に開催予定です。 

 続きまして、最後に22ページをお願いいたします。 

 市民病院です。 

 重点目標は、女性からの相談に医師や各専門職の女性が対応できる状態を継続する

ことです。 

 進捗状況としましては、今年度から患者支援センターを新設し、患者相談の窓口を

一本化いたしました。患者支援センターは、多くの女性スタッフを配置し、女性の患

者にも配慮した相談体制を確保しております。 

 長くなりましたが、以上です。お願いいたします。 

 

 ［代田会長］ 

 ありがとうございます。 

 一点というよりは、全体を通して委員の皆さんに質問、あるいは御意見、特に今日

は議題１で未来像というのを決めましたので、未来像を念頭にここら辺が弱いんじゃ
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ないかとか、あるいはこういった具体的な数値目標も入れたらいいんじゃないかとか、

そういった御意見も含めて出していただければと思います。 

 

 ［松田委員］ 

 ちょっと会長の御趣旨には添わない質問になりますけれども、17ページのひとり親

家庭の相談ということですが、平成29年面接相談が1,231件という御報告でございま

した。面接相談1,231件ですけれども、これってそのまま素直に受け取っていい数字

ですか。 

 というのは、１年365日ですよね。休みの日もあるしと考えると、１年間250日ぐら

いしか稼働していませんよね。もうちょっと少ないぐらいだと思いますけれども、そ

うすると1,231というのは、１日当たり毎日５件ずつあるという数字なんですよね。

ですから、例えば同じ人が何度も相談するということももちろん考えられますけれど

も、ただやっぱりこれはちょっと数字が多いので、この数字が意味しているところが

ちょっと理解しづらいです。 

 

 ［平岡館長］ 

 相談人数でなく、相談項目ごとのカウントになるので、一人で子どものことや仕事

のこと、近所付き合いのことなど３項目相談すれば、３件とカウントされています。

また、ひとり親相談員が受けた相談には、ひとり親からの相談ばかりではなく、離婚

やＤＶ、虐待等の相談も含まれています。 

 

 ［松田委員］ 

 ありがとうございます。 

 

 ［代田会長］ 

 そのほか。 

 

 ［近藤委員］ 

 ちょっとお聞きしたいんですけれども、私の紹介が男女共同参画普及員ということ

で、本来はスポーツの世界からということで、館長さんから依頼が来て、お受けして

いるもんですから、実は男女共同参画も21年度から、小牧市は19年度から始まって、

当初は24名から始まっているはずなんです。で、21年度から私が受けまして、もう10

年になりまして、おかげでうちの町内、地区、男女共同参画の近藤さんという形で、
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男女共同参画という名前をまず覚えていただいた。男女共同「サンガ」と言う人もい

たりとか、これは何だって説明できないもんですから、男女共同参画という役で、町

内のほうでも11事業全部かかわって、子ども会も文化財保存会も全部含めて、１年を

通じて敬老の日も全部含めて参加させてもらっておるほうなんです。やっぱり自分と

しては、そういうのにかかわりたいというのがありまして。 

 10年やってきて、何とか近藤は男女共同参画ということで覚えていただけるように

なって、そこで10年やってきたんですけど、まず10ページ、まなび創造館さんのとこ

ろで、実は10年ずうっと統計をとっていまして、確かに26年度31区で52名、最高だっ

たんです、これが。頑張ってやってみえるなというふうに思って、ところが29年度ま

でいくとどんどん下がって、28年度は25区でどんどん下がっているわけですね。これ

はどういう理由なのか、ちょっとお聞きしたいです。 

 

 ［平岡館長］ 

 先ほど、協働推進のところでもお話しさせていただきましたが、各地区で役員をや

るという方がなかなか今いない状況で、既にもともとあった役員もやりたくない方が

多い中、普及員さんというまた新たな職ができてきて、それをやるというのがすごい

困難な状況になっております。 

 

 ［近藤委員］ 

 その理由ですか。 

 

 ［平岡館長］ 

 はい。そのために、先ほども話ししましたけど、今まで区長会へ出向いて話はして

いなかったんですけれども、今回区長会の役員会、理事会のほうに出向きまして、男

女共同参画のことを簡単ですけれどもお話しさせていただきまして、そのために普及

員さんが必要ですということをお願いしてまいりました。 

 

 ［近藤委員］ 

 来年、区長になる可能性があるので。 

 

 ［平岡館長］ 

 ぜひよろしくお願いいたします。 
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 ［近藤委員］ 

 そこで、やはり努力されてこなかった。何のために目標を立てたかというのが大事

なんですよ。目標ということで以前ここで話ししてバッシングを受けましたけれども、

目標というのは、ただ机の前に目標何％と掲げてきたら、それはやってくるわけじゃ

ないと思うんですね。いかにその目標に達するためには、どんなことをしたらいいか。

１年通じてずうっとほかりっ放しではだめだと思うんです。我々の世界だと、トップ

のアスリートだと１週間の目標を立てて、今はほとんど全体練習じゃなくて、個人の

練習。全体練習を週に１回ぐらいやるんですけれども、目標を立ててやる。それを反

省して、どうしてこれが達成できなかったか。目標ってそういうもの。まずそれと、

やる気があるかないかなんですよ。だから、これをずうっと続けていくと、どんどん

やる気がなくなってきたというのと、あと前年度代田会長も３回ほど講義に見えて、

多分御存じだと思うんですけど、50人ほど見える普及員の中で16人、17人でしたね、

たしか。そんな状況ですよ。本当にこんなのやっていて意味があるのかなあというぐ

らい。何のためにこんな予算までつけてやってみえるまなび創造館がこんなていたら

くなことでいいのかなというふうにずうっと思ってきました。 

 講演会とか何かがあると、市民大学があるんですね。それと併用してやるわけです

けれども、多分調べてもらえればわかると思うんですけれども有料なんですよ。

2,000円、3,000円払って、普及員へお金出してその市民大学の講座に出てくださいと。

それをずうっと抗議していたんですね。だから、普及員を育てるんであれば、参加さ

れる方には予算の中でお金を出しますからというふうでもできたはずなのに、それも

してくれなかった。 

 

 ［平岡館長］ 

 今は、もう市民大学はなくなりまして、無料の講座に参加いただいております。 

 

 ［近藤委員］ 

 だから、以前の話からしていて、こういう数字が下がってきたということも含めて、

普及員の方も参加されないということもある。大事なのは、先ほどからも話がありま

すけれども、数字だけではなくて、やはり底辺からも全部そういうことを普及しよう

と思うんであれば、大事な役だと思っているんです、自分としても。それが一番大事

なトップでやられているところがこんなふうでは。 

 もっとびっくりしたのは、代田先生の前の、ＤＶの駆け込み寺のＮＰＯのトップの

方が見えた講演された方だったんですよ。僕とちょっと意見が食い違って、その場で
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けんかをしちゃったこともあったんですけれども、そのおかげで終わってからちょっ

と時間をいただいて、お話をする機会があったんですよ。まなび創造館、ちょっと驚

いちゃったんです。50人は集まりますので、ぜひ何とかお時間つくってきてください。

16名ですよ。いかに何もしていなかったかということが明らかなんです。 

 今の館長さんを責めておるわけじゃないです。 

 

 ［平岡館長］ 

 今までの近藤委員の御意見を踏まえまして、先ほど言いましたように区長会でお話

しさせていただいたということと。 

 

 ［近藤委員］ 

 初めてですね。 

 

 ［平岡館長］ 

 はい。 

 

 ［近藤委員］ 

 それをやってほしかったんですよ。そういう努力を見せるのが大事なんですよ。歩

いてでもいいから区長さんのところに行って、こんなふうですからこんなことをした

いと。これから小牧市としては、こんな審議委員会まで開いてやっているのにもかか

わらず、一番大事なところで手抜きというふうに自分は思っちゃって、10年やってき

て、どんどん低下しているわけです、普及員の人数のほうも。 

 

 ［平岡館長］ 

 11月10日に「まずはやってみよう！日常生活にアクティブ防災」と題しまして講座

を開催いたしました。これは、普及員講座に含まれておりますので。普及員さんは10

名の方に参加いただきました。全体として38名の方が参加いただいて、グループ形式

で皆さんに女性の視点を持って防災に取り組みましょうという主旨です。大変好評で

した。そのことを次回の小牧市男女共同参画社会情報誌「かすたねっと」に普及員さ

んはどういう仕事をお願いしていますよと、あわせて載せさせていただきます。 

 あともう一回、広報なんですけれど、１月以降になると思うんですが、普及員さん

について特集を組みまして、今内容を検討しておりますが、そこでまたＰＲをさせて

いただく予定をしております。よろしくお願いします。 
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 ［近藤委員］ 

 ぜひお願いいたします。 

 目標を立てている以上は、やはりその目標を達成させないといけないと思うんです

ね。単に立てているだけではだめだと思います。オリンピック選手なんかは、特にイ

ンタビューを受けたときに、次のオリンピックを目標にされますよね。どれだけの努

力をしているか。やっぱりそれがなかったら、目標なんて言われるのがすごく嫌なん

です、だから。平林委員にもすごく言いましたけど。目標という言葉を使ってほしく

ないんですよ、だから。それぐらいの気持ちでやっていただかないと、どんどんこれ

は低下していって、意味ないですよね。これもう12年やってきて。ちょっと不思議で

すね、これに関しては。だから、ここまで60％、36区目標ということですので、ぜひ。 

 これだけではなくて、やはり普及員の方の意識を高めるためにも、もう少しわかり

やすくどういうことをしていきましょうとか、小牧市らしいというか、何かそういっ

たものをアピールしていただいて、普及員さんは毎回毎年かわるもんですから、何す

るのという感じで、毎回そんなふうで、全然進歩していないなあという感じです。 

 

 ［平岡館長］ 

 今回お配りしましたこの「ダブルケア」の講座に関しましても普及員さんのほうに

御連絡させていただいて、御参加いただくように予定にしています。 

 

 ［近藤委員］ 

 自分も力になれればと思っておるんですけれども、本当にどんどんやる気をなくす

ような方向になっちゃっておるんですよね。去年でも最低な状況ですけれども、ぜひ

もしこれをもっと発展されるのであれば、ちょっと……。 

 

 ［伊藤委員］ 

 こういうやつって、町内の回覧板とかには入れていないの。 

 

 ［平岡館長］ 

 回覧板が、なかなか区長会のほうで制限があって難しいんですね。普及員さんには

ピンポイントで郵送させていただいたりとか、掲示板とかホームページ等で周知をさ

せていただいております。 
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 ［伊熊委員］ 

 目標値を掲げて、数値も入って活動をされておるんですけれども、これをずうっと

見ていると、この目標というのは先ほど大きな課題というような目標があって、それ

ぞれの下におりてきた課題もあるんですけれども、よくよくしてみると、各課はやっ

ぱり縦横を見ちゃっておるんですよ。やっぱり横の連携が必要なのがいっぱいあるん

じゃないかなあと。したがって、それを取り持つのが、やっぱり事務局やと思うんや

わね。例えば福祉関係であると、子育てなら子育ては一本だけれども、子育てと同時

に周りを取り巻く介護の関係だとか、そういったものがあるじゃないですか。だから、

そこも１つじゃなくて連携をとっちゃって、先ほどの話じゃないけど、こういうのも

一緒にじゃあ協力してくださいよという話になっておると思うんですね。 

 

 ［平岡館長］ 

 今回もこちらは民生委員さんのほうにも協力を得るということで、民生委員の会議

のほうに出向くようにしました。 

 それと、この間やりましたアクティブ防災につきましても、危機管理課にも話しさ

ていただいて、危機管理課長にも出席いただきました。来年度ですけれども、まだ予

算もありますし、どうなるかわかりませんが、危機管理課とタイアップで、女性の視

点を取り入れた防災について何かできないかなと今検討しておるところです。 

 

 ［平林委員］ 

 私も今の伊熊委員と同じで、事務局がこれだけのメンバーで、今のこの目標値を掲

げたものを掌握するというのは大変なことなんで、やっぱり横のつながりをもう少し、

幹部会ってあるじゃないですか。そういったところで常日ごろこの重点項目等の話を

されながら、何かともに協力できるような体制をとられるということが大切かなあと

思うんで、近藤委員が結構言われたんですけれども、過去の思いを今言われたと思う

んですが、私自身もそういう思いもあったことでちょっとお話ししたいこともあった

んですが、ぜひそういう横のつながりを強く持っていただいて、限られた人数の中で

やっていることなので、なかなか100％できるわけじゃないんで、ぜひそういうこと

を少し今から強くしていただいて、頑張ってもらいたいなあと思います。 

 それと、広報広聴課ですけど、一番最後に参考23ページに相当この男女共同参画に

近いＰＲをされているので、これは非常にいいことだと思うんですけど、広報を見る

人って結構少ないみたい。ツイッターとかそういった部分も捉えて、出せるものは積

極的に出したらというふうに書いてあるんですが、フェイスブック５件とかツイッタ
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ー３件って、結構少ないんで、ぜひこういったところも使って、もっともっと市民の

方に普及するようなことを言っておる人間がおると、ぜひ横のつながりを持つときに

言っていただければありがたいなと思います。よろしくお願いします。 

 

 ［平岡館長］ 

 まなび創造館のほうにもフェイスブックを持っておりますので、そこでも定期的に

講座等を周知しておりますし、あと推進会議といいまして、次長クラスの庁内の会議

がありますので、ここの審議会と推進会議を行ったり来たりキャッチボールするのが

本来のあり方ですので、また次の機会に皆様からいただいた御意見を発表させていた

だいて、横の連携をとっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

ありがとうございます。 

 

 ［代田会長］ 

 よろしくお願いします。 

 そのほかは。 

 

 ［篭橋委員］ 

 まなび創造館さんに10ページの一番下、男女共同参画講座についてお聞きしたいん

ですけれども、私はよくまなび創造館に来るので、そのときにチラシを見ているんで

す。みらい塾の時代から見ているんですけど、最近はチラシのデザイン性がよくなっ

て、参加してみたいなという講座がすごく増えました。都合が合わなくてなかなか参

加できないんですけど、以前みらい塾に何度か参加したときは、すごく年齢層が高く

てびっくりしてしまって、みらい塾が終わって２年ぐらいになりますけど、みらい塾

のときと比べて参加者の年齢層が低くなっているとか、参加率がよくなっているとか、

そういうことをちょっと教えていただいていいですか。細かい数字は結構です。 

 

 ［平岡館長］ 

 ターゲットを絞った講座づくりを考えておりますので、若い方、30代、40代、中に

は20代の方も参加いただけるような講座が開催できてよかったかなと思っております。 

 

 ［伊熊委員］ 

 今掲示されているのをずっと見たんですけど、なかなかいい講座が大分できておる

んじゃないかなということを思います、私も。 
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 ［平岡館長］ 

 職員が少ないので、嘱託も含めてみんなで講座づくりを考えております。他市の状

況とかも確認しながら、今何が必要だろうねというところで考えてやっております。 

 チラシにつきましても、見やすいチラシづくりを考えてはおります。 

 

 ［篭橋委員］ 

 年代もちょっと若返った感じですか。 

 

 ［平岡館長］ 

 そうですね、若くなりました。 

 

 ［篭橋委員］ 

 先ほどの未来像で、助け合いとか支え合いとか、こういうのをちょっと織り込んで

おくと広がるのかなあと。 

 

 ［伊熊委員］ 

 先ほど言ったように、横同士でそういう会議をやってちょうだいとか、じゃあやり

ましょうかという話になってくると思いますわね。 

 

 ［代田会長］ 

 推進会議というのは、年に何回ぐらい開かれるんですか。 

 

 ［平岡館長］ 

 決まってはいないんですが、通常は年度初めと年度の終わりですかね。一番最初の

推進状況を各課からいただいて、それこういうふうで各課からいただいていますので、

次長も見ていただいて進めていきますよというのと、あと委員さんからいただいた意

見を皆さんのほうに返すということになります。 

 

 ［代田会長］ 

 そこは一番横の連携をお願いするときにはやりやすい場なんでしょうね。 

 

 ［平岡館長］ 
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 はい。なので、今年度報告させていただくのは、横の連携をとりたいと思いますし、

皆さんからも意見としていただいていますよということを強く強調していきたいと思

います。 

 

 ［代田会長］ 

 そのほかいかがですか。 

 

 ［伊藤委員］ 

 １ついいですか。 

 こういったものの参加率を上げるために、往復はがきって今若い人はこんなもの知

らない。うちの子供なんか多分知らないと思うんですね。やっぱり若い方が参加しや

すいといったら、メールとかインターネットでの受け付けもできるように、ここら辺

にＱＲコードとかをつけてやると、もうちょっと気軽に参加ができるのかなあと思う

ので、予算があることなので。 

 

 ［平岡館長］ 

 おっしゃるとおりで、他の施設で親子講座とかは全部メール、ファクスでやってい

たので、次回からは実施していきたいと思っています。 

 特に楽しげな講座は結構参加者が多いですが、こういう本当に必要な講座となると、

なかなか市民の方も、気持ちはあるんでしょうけど、講座の参加が少ないものですか

ら、そういうのには参加しやすいようにしていきたいとは思います。 

 

 ［代田会長］ 

 確かに往復はがきとなると、おそらく買ってこなきゃいけないですよね。 

 

 ［伊藤委員］ 

 買ってこないといけないですもんね。ちょっとそれは難点かなあ。市の講座ってみ

んな往復はがきなんですよね。子供の何かでもそうなんですよ。親子体操教室とかで

もみんなそう。 

 

 ［平岡館長］ 

 受益者負担ということを言われているので、そういう形にはなっているんですが、

ただ実際こういうことをやって、社会に貢献できるとか、そういったことの講座に関
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しては市が負担してもいいと思っております。 

 

 ［篭橋委員］ 

 済みません、このチラシのことでお伺いしたいんですけど、こういうのって教育委

員会から学校のほうに回すとか。 

 

 ［平岡館長］ 

 やっています。 

 子供の関係、学校の関係であるとか、子育て世代のものであるとかは学校のほうに

も配付をお願いしております。 

 

 ［宮﨑委員］ 

 講座によっては、企業までお持ちするようなこともありました。わざわざ持ってき

ていただいて、皆さんに周知してください、配ってくださいと回っています。 

 

 ［平岡館長］ 

 はい。実は会議所さんにお願いをしようと思って、今事務局長さんと話をしており

ます。 

 

 ［宮﨑委員］ 

 すごいなあと思って。企業に関連するとかワーク・ライフ・バランスみたいな講座

とかお持ちいただいて、会社のほうでＰＲしてください、参加者を募ってください。

なかなかこの時間を割いてまで行くかというところがあるんですけれども、一般の方

で。意識の高い方はみえたりすると思うんですけど、そこら辺は難しいですよね。 

 

 ［平岡館長］ 

 昨日やりましたハラスメントの講座には、労働組合の方に御協力をいただきました

ので、多数、小牧市内だけではないんですけれども、近隣の企業さんにも来ていただ

きました。その折にこういったチラシも一緒に配付させていただいてＰＲはいたしま

した。 

 

［挙手する者なし］ 
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 ［代田会長］ 

 そうしましたら、今委員の皆さんから出た意見をまた関係課のほうに伝えていただ

いて、よろしくお願いいたします。 

 

 ［平岡館長］ 

 ありがとうございました。 

 それでは、長時間にわたりまして御審議いただきまして、まことにありがとうござ

いました。 

 これをもちまして第２回小牧市男女共同参画審議会を終了させていただきます。ど

うもありがとうございました。 


